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１．業務の適正を確保するための体制（内部統制システムの構築に関する基本方針）
（2023年11月30日現在）

当社は、会社法および会社法施行規則に基づいて、次のとおり当社およびその子会社から成る企業集団の業
務の適正を確保するための体制を整備します。（会社法第399条の13第１項第１号ロおよびハ）

（1）取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制（会社法施行規則第110条の４第２項第１
号）
① 当社は、法令に基づく備置書類および公告義務書類をはじめ、取締役会議事録、稟議書その他の会社経
営および業務執行に係る重要文書の保存およびその管理を適正かつ円滑に行うことを目的として、情報
センターを設置しており、文書管理規程および情報センター運営規則に基づき、重要文書の登録、保存
および閲覧等に関する取扱いを一元的に管理することとします。

② 当社は、情報セキュリティマネジメントマニュアル等の諸規程等を定め、当社が取扱うすべての情報資
産を適切に保護するための情報セキュリティマネジメントシステムを確立して、情報処理設備およびそ
こで取扱う情報の不正利用、破壊および滅失の防止ならびに天災等からの保護に努めることとします。

③ 取締役および監査等委員である取締役は、情報センターに保存管理されている会社経営および業務執行
に係る重要文書について、随時閲覧できることとします。

（2） 損失の危険の管理に関する規程その他の体制（会社法施行規則第110条の４第２項第２号）
① 当社は、営業、開発、法令、情報セキュリティ、財務等に関連するリスク、あるいは病災、自然災害等
のリスクについて、関連規程、ガイドライン、マニュアル等を定め、リスクの予防、発見および適切な
対応を実施することとします。

② 当社は、代表取締役社長直轄の「監査室」を設置しており、役職員による不正および過誤の防止ならび
にそれらの早期発見に努めることとします。

③ 当社は、次の国際標準のマネジメント要件を具備したマネジメントおよびそのリスクに対処するシステ
ムを構築しており、継続的かつ実践的な運用を行うこととします。
１）情報セキュリティマネジメントシステム（ISO27001）
２）品質マネジメントシステム（ISO9001、CMMI）
３）環境マネジメントシステム（ISO14001）
④ 当社は、事業継続計画を策定して災害等による損失の危険に備えるとともに、企業集団の全般的な取組
みとして、当社および企業集団の業務に係るリスクを識別し対処する包括的なシステムを構築し、事業
の継続を確保するための体制を整備することとします。
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(注)CMMIとは
CMMI(Capability Maturity Model Integration：『能力成熟度モデル統合』)は、組織のあらゆるビジ
ネスプロセスに対する能力度と組織の成熟度を評価する国際標準的指標です。
米国カーネギーメロン大学のソフトウェア工学研究所(SEI)が開発したモデル群で、組織がプロセスを改
善することに役立つベストプラクティスを適用する手引きを提供しています。これらのベストプラクテ
ィスは、顧客および最終利用者のニーズを満たすための高品質の製品とサービスを開発する活動に焦点
を合わせています。

（3）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制（会社法施行規則第110条の４第２項
第３号）
① 当社は、取締役会規程、組織規程、業務分掌規程および職務権限規程をはじめとする諸規程において、
職務権限およびその行使に関する所定の手続きを定め、取締役会、代表取締役社長、取締役、執行役員
および管理職社員の責任と権限を明確にし、業務を執行することとします。

② 当社は、中長期事業計画、年度総合予算および経営課題等に関する重要な経営情報の共有化を図る一方、
代表取締役社長直轄の組織として、各部署の業務計画に対する進捗状況、予測状況およびそれらの推移
に係る予算統制を執行する「予算編成委員会」を設置しており、予算編成委員会は予算統制状況を定時
取締役会へ報告することとします。

③ 当社は、取締役が執行役員を兼ねており、取締役会において行った経営に関する意思決定を迅速に業務
執行につなげる一方、取締役会として業務執行に対する監視監督機能を十分に果たすよう、業務執行状
況を毎月の定時取締役会で報告することとしております。

（4）取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制（会社法施行規
則第110条の４第２項第４号）
① 当社は、法令の遵守はもとより広く社会一般から求められている価値観や倫理観に基づいて誠実にかつ
責任を持って行動するために、「企業行動憲章」を定めており、この憲章を遵守して企業活動に取り組む
こととします。

② 当社は、「企業行動憲章」で『良き企業市民として、社会の発展に貢献するとともに、広く社会に眼を開
き、企業の行動が社会常識から逸脱しないよう常に注意を払い、政治および行政との適切な関係を保
つ。』ことを会社の内外に向けて宣言するとともに、「企業行動憲章に基づくコンプライアンス行動指針」
を定め、市民社会の秩序および安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは断固として対決する旨
を役職員に周知し、徹底することとします。

③ 当社は、代表取締役社長直轄の「ＣＳＲ委員会」を設置しており、企業のガバナンス体制およびコンプ
ライアンス体制の構築と整備ならびに監視を行なうこととし、企業の社会的責任、企業倫理および法令
遵守の意識の周知徹底を図ることとします。
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④ 当社は、社員がコンプライアンスに関して問題等を発見した場合の相談および通報窓口として社内に
「ヘルプライン」を設置するとともに、社外の法律事務所および監査等委員を社内から独立した通報窓口
として設置することとします。その担当部門であるコンプライアンス室は通報の状況について、通報者
の保護に配慮したうえで、取締役会および監査等委員会に適時報告することとします。

⑤ 当社は、代表取締役社長直轄の「監査室」を設置しており、業務執行ラインとは異なる立場で会計監査、
組織および制度監査、業務監査等を実施し、不正および過誤の防止ならびにそれらの早期発見に努め、
監査結果を取締役会および監査等委員会に定期的に報告するとともに、監査対象部署に改善事項を勧告
してその改善状況を監視することとします。

（5）当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制（会社法施行規則第110条
の４第２項第５号）

（5）-1．子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制（会社法施行規則第110条の
４第２項第５号イ）

① 毎月開催する当社の定時取締役会において、各子会社の業務計画に対する進捗状況および事業年度末
における予測状況ならびにそれらの推移について報告を求めており、取締役全員が問題の所在を共有
化して対策できる環境を整備し、その充実を図ることとします。

（5）-2．子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制（会社法施行規則第110条の４第２項第５号
ロ）

① 当社は、当社および企業集団の業務に係るリスクの識別と対処についての包括的なシステムを構築し、
事業の継続を確保するための体制を整備することとします。

（5）-3．子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制（会社法施行規則
第110条の４第２項第５号ハ）

① 代表取締役社長直轄の監査室は、企業集団の業務全般にわたる内部統制の有効性と妥当性を確保する
ために業務監査を実施または統括し、不正および過誤の防止ならびにそれらの早期発見に努め、監査
結果を取締役会および監査等委員会に定期的に報告するとともに、監査対象会社に改善事項を勧告し
てその改善状況を監視することとします。

② 監査等委員会が企業集団の連結経営に対応した企業集団全体の監視および監査を実効的かつ適正に行
えるよう、監査等委員会と会計監査人および監査室との緊密な連携体制を構築することとします。

（5）-4．子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
（会社法施行規則第110条の４第２項第５号ニ）

① 当社は、企業集団各社のCSR(Corporate Social Responsibility)ならびに経営理念および基本戦略を
尊重するとともに、業務の執行が法令および定款に適合することを確保するための諸施策ならびに企
業集団としての業務の適正と効率性を確保するために必要な規範および規則を整備することとします。

（6）監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項（会社法施行規則第110条の４第１項
第１号）
① 当社は、監査等委員会が職務の補助者を要請する場合には、監査等委員会付社員を置くこととします。
なお、監査等委員会の職務を補助する取締役は置かないこととします。
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② 当該社員の任命、異動等人事権に係る事項については、監査等委員会の事前の同意を得て、取締役会が
決定することとします。

（7）前号の取締役および使用人の他の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項
（会社法施行規則第110条の４第１項第２号）
① 監査等委員会の要請に基づいて監査等委員会付社員を置く場合、当該社員は、業務執行上の指揮命令系
統には属さず、監査等委員会の指揮命令に従うものとします。

② 当該社員の人事考課等については、監査等委員会の評価に基づいて監査等委員会の事前の同意を得て取
締役会が決定することとします。

（8）監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項（会社法
施行規則第110条の４第１項第３号）
① 監査等委員会付社員を置く場合、当該社員が監査等委員会の指揮命令に従うものである旨を周知徹底す
ることとします。

（9）監査等委員会への報告に関する体制（会社法施行規則第110条の４第１項第４号）
（9）-1．取締役（監査等委員である取締役を除く。）および使用人が監査等委員会に報告をするための体制

（会社法施行規則第110条の４第１項第４号イ）
① 当社は、毎月開催する定時取締役会において、各部署の業務計画に対する進捗状況および事業年度末時
点における予測状況ならびにそれらの推移を報告することとしており、必要に応じ、監査等委員以外の
取締役および社員の職務執行について意見交換を実施することとします。

② 監査等委員以外の取締役および社員は、法令または定款に違反する重大な行為および会社に著しい損害
を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに当該事実を監査等委員会に報告するこ
ととします。内部通報窓口に寄せられた情報は、担当部門が通報者の保護に配慮したうえで、取締役会
および監査等委員会に適時報告することとします。

③ 監査等委員は、「情報センター」に保存管理されている会社経営および業務執行に係る重要文書につい
て、独自の判断に基づき随時閲覧可能となっており、必要な場合には、監査等委員以外の取締役および
社員に説明を求めることができることとします。

（9）-2．子会社の取締役および使用人または当該取締役および使用人から報告を受けたものが当社の監査等委
員会に報告をするための体制（会社法施行規則第110条の４第１項第４号ロ）

① 子会社の取締役および社員は、法令等の違反行為および企業集団に著しい損害を及ぼすおそれのある事
実があることを発見したときは、直ちに当該事実を当該子会社の監査役ならびに当社の監査等委員会お
よび当該子会社を管理する当社部門に報告することとします。

（10）前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体
制（会社法施行規則第110条の４第１項第５号）
① 当社は、監査等委員会への報告を行った当社ならびに子会社の取締役、監査役および社員に対して、そ
の報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、企業集団の役職員に周知することと
します。
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（11）監査等委員の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項（会社法施行規則
第110条の４第１項第６号）

① 監査等委員が職務の執行に伴う費用の前払等の請求をしたときは、当該費用等が監査等委員会の職務の
執行に必要でないと認められる場合を除き、当該費用または債務を支払うこととします。

② 監査等委員の職務の執行に伴い発生する経常的な監査費用については、毎期、一定額の予算を設けるこ
ととします。

（12）その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制（会社法施行規則第110条の４
第１項第７号）
① 監査等委員は、必要に応じて会計監査人および顧問弁護士等の意見を求め、また、監査室の内部監査結
果の報告を受け、適時、当該関係者との意見交換を実施することができることとします。

② 監査等委員は、会計監査人の四半期レビューおよび期末監査に係る関連各部署責任者への結果報告会に
出席するとともに、会計監査人からの監査状況の報告連絡会等において、意見交換を実施することがで
きることとします。

③ 監査等委員会は、代表取締役社長と定期的に会合をもち、監査上の課題および監査体制の整備等につい
て意見交換を実施することができることとします。

２．業務の適正を確保するための体制の運用状況
当社は、前項に記載した「内部統制システムの構築に関する基本方針」に基づいて、内部統制システムの整
備とその適切な運用に努めております。当事業年度における主な運用状況は、以下のとおりであります。

（1）重要な会議の開催状況
当社の当事業年度における会議の開催状況は、以下のとおりであります。
取締役会は14回開催し、監査等委員以外の取締役および監査等委員である取締役が出席して、取締役の職
務の執行の適法性および妥当性の観点に基づき、その職務を監督しました。また、監査等委員会は14回開
催し、監査等委員である取締役全員が出席して、取締役および当社の業務執行の監査等を行いました。

（2）反社会的勢力の排除
当社では、総務人事部が反社会的勢力の排除に向けて、関係部署に取引先と反社会的勢力排除の覚書の締
結を指示および指導することに加え、外部情報を活用して反社会的勢力ではないことを確認しておりま
す。

（3）内部通報制度の充実
当社は、コンプライアンス室のヘルプラインおよび社外通報窓口が、社員のコンプライアンスに関する問
題等を発見した場合の相談および通報窓口として対応していることを確認するとともに、新たに監査等委
員会への通報窓口を開設しており、内部通報制度が機能していることを確認しました。

（4）内部監査の実施および報告
当社では、監査室が業務執行ラインとは異なる立場で内部監査を実施し、その監査結果を取締役会および
監査等委員会に定期的に報告しております。
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（5）マネジメントシステムの登録更新
当社は、一般財団法人日本品質保証機構より、2023年１月７日付で環境マネジメントシステム
（ISO14001）の登録更新を受けました。また、2023年10月６日付で品質マネジメントシステム
（ISO9001）の更新審査を受け、2023年11月15日付で登録更新を受けました。

（6）主な教育・研修の実施状況
当社は、取締役および社員のコンプライアンスへの理解を深め、職務執行を適正に行う環境を整備するた
めに、主にコンプライアンス、情報セキュリティ、個人情報保護および環境に関する教育・研修を実施し
ました。
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個 別 注 記 表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準および評価方法
（1）満期保有目的債券………償却原価法（定額法）
（2）子 会 社 株 式………移動平均法による原価法
（3）その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの …………決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により
算定）

市場価格のない株式等…………移動平均法による原価法
２．棚卸資産の評価基準および評価方法

仕掛品………個別法による原価法
（貸借対照表価額は、収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

３．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産（リース資産を除く）

定率法
ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物 ８～24年
車両運搬具 ６年
工具、器具及び備品 ６～15年

（2）無形固定資産（リース資産を除く）
自社利用のソフトウェア…………社内における利用可能期間（５年以内）に基づく定額法

（3）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
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４．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

（2）プログラム保証引当金
販売済ソフトウェア製品の保証期間中における補修費に充てるため、売上高に対する過去の実績率に
基づく見込額および将来の費用を合理的に見積もることが可能な個別案件については当該見込額を、
プログラム保証引当金として計上しております。

（3）受注損失引当金
ソフトウェア開発の受注契約にかかる将来の損失に備えるため、当事業年度末時点で将来の損失が見
込まれ、かつ、当該損失額を合理的に見積もることが可能なものについて、翌事業年度以降に発生が
見込まれる損失額を計上しております。

（4）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づ
き計上しております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につい
ては、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異および過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間内の一定の
年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度より費用処理しており
ます。
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10
年）による定額法により按分した額を費用処理しております。

（5）役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく要支給額相当額を計上しております。
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５．収益および費用の計上基準
収益の計上基準は、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと

交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。契約開始時において、一定期
間にわたり充足する履行義務かどうかを判断し、当該履行義務に該当しないと判断されるものについて
は、一時点で充足する履行義務としています。
当社の主要な事業であるソフトウェア開発事業は、システム構築に係わる企画提案から要件定義、開

発・構築、運用に至るまでの一切のソフトウェア開発のためのサービス提供を行っており、これらは、
当社作業の進捗に伴い顧客への引き渡し及び検収ができる状態に近づくため、期末日における見積総原
価に対する累積実際発生原価の割合に応じた金額等で履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗
度に基づき収益を一定の期間にわたり認識する方法にて計上しております。

（会計方針の変更に関する注記）
時価の算定に関する会計基準等の適用

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下
「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27－
２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたっ
て適用することとしております。なお、計算書類等に与える影響はありません。

（会計上の見積りに関する注記）
１．繰延税金資産の回収可能性
（1）当事業年度の計算書類に計上した金額

繰延税金資産 703,568千円
（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 算出方法

繰延税金資産の計上にあたり、事業計画を基礎とした将来の課税所得の十分性、タックスプランニ
ングの存在の有無および将来加算一時差異の十分性により回収可能性を検討し、繰延税金資産を計
上しております。

② 主要な仮定
将来の課税所得の算出は、事業計画を基礎とし、一時差異に係る税効果については、当該差異の解
消時に適用される法定実効税率に基づいて繰延税金資産を計上しております。将来において解消が
不確実であると考えられる一時差異については、評価性引当額として繰延税金資産を減額しており
ます。

③ 翌事業年度の計算書類に与える影響
将来の課税所得の見込額の変化や、その他の要因に基づき繰延税金資産の回収可能性の評価が変更
された場合、翌事業年度の計算書類に影響を与える可能性があります。
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２．受注損失引当金
（1）当事業年度の計算書類に計上した金額

受注損失引当金 12,165千円
（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 算出方法

ソフトウェア開発の受注契約にかかる将来の損失に備えるため、当事業年度末時点で将来の損失が
見込まれ、かつ、当該損失額を合理的に見積もることが可能なものについて、翌事業年度以降に発
生が見込まれる損失額を計上しております。

② 主要な仮定
受注契約にかかる受注額および残作業の予測に基づき、将来の損失額を見込んでおります。

③ 翌事業年度の計算書類に与える影響
受注契約にかかる受注額の変更や残作業の予測の見直しにより、将来の損失見込額が変更された場
合、翌事業年度の計算書類に影響を与える可能性があります。

３．一定期間にわたり履行義務が充足される契約に関する収益の認識
（1）当事業年度の計算書類に計上した金額

売上高 20,762,220千円
契約資産 2,349,450千円

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 算出方法

一定期間にわたり履行義務が充足される契約については、期末日における見積総原価に対する累積
実際発生原価の割合に応じた金額等で履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき
収益を一定の期間にわたり認識する方法にて計上しております。

② 主要な仮定
ソフトウェア開発にかかる工数等に基づき、見積総原価を算出しております。

③ 翌事業年度の計算書類に与える影響
見積総原価の見直しが必要となった場合等に、翌事業年度の計算書類に影響を与える可能性があり
ます。
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（貸借対照表に関する注記）
１．有形固定資産の減価償却累計額 389,840千円
２．関係会社に対する金銭債権および金銭債務

短期金銭債務 3,796千円

（損益計算書に関する注記）
関係会社との取引高
営業取引による取引高
販売費及び一般管理費 36,282千円
営業取引以外による取引高 104千円

（会計上の見積りの変更）
資産除去債務の見積りの変更

当社は、本社および分室の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務として計上していた資産除去債務につい
て、退去等の原状回復費用の新たな情報の入手に伴い、退去時に必要とされる原状回復費用に関して見積額
の変更を行っております。この見積りの変更による増加額91,356千円を変更前の資産除去債務残高に加算
しております。
なお、この見積りの変更により、当事業年度の営業利益、経常利益および税引前当期純利益はそれぞれ

131千円減少しております。
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（株主資本等変動計算書に関する注記）
１．発行済株式の種類および総数に関する事項

株式の種類 当事業年度
期首株式数（株）

当事業年度
増加株式数（株）

当事業年度
減少株式数（株）

当事業年度末
株式数（株）

普通株式 18,287,000 － － 18,287,000

２．自己株式の種類および総数に関する事項

株式の種類 当事業年度
期首株式数（株）

当事業年度
増加株式数（株）

当事業年度
減少株式数（株）

当事業年度末
株式数（株）

普通株式 1,243,879 7,277 155,600 1,095,556

（変動事由の概要）
増加数の内訳は、次のとおりであります。
譲渡制限付株式の無償取得による増加 7,200 株
単元未満株式の買取りによる増加 77 株

減少数の内訳は、次のとおりであります。
新株予約権の行使による減少 103,400 株
譲渡制限付株式の付与による減少 52,200 株

３．配当に関する事項
（1）配当金支払額

決 議 株式の種類 配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円） 基準日 効力発生日

2023年２月22日
定時株主総会 普通株式 852,156 50 2022年11月30日 2023年２月24日

（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議予定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

2024年２月27日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 859,572 50 2023年

11月30日
2024年
２月28日
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４．当事業年度末における新株予約権に関する事項

新株予約権の内訳 目的となる
株式の種類

目的となる
株式の数（株）

2017年２月23日開催の定時株主総会決議によるストック・オプション 普通株式 156,400

2018年２月22日開催の定時株主総会決議によるストック・オプション 普通株式 211,500

2019年２月27日開催の定時株主総会決議によるストック・オプション 普通株式 185,300
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（税効果会計に関する注記）
１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
未払事業税 37,672千円
未払賞与 279,556千円
未払賞与に係る社会保険料 39,619千円
役員退職慰労引当金 169,509千円
退職給付引当金 20,691千円
資産除去債務 56,585千円
ゴルフ会員権評価損 15,584千円
株式報酬費用 49,828千円
その他有価証券評価差額金 84,538千円
その他 51,410千円
繰延税金資産小計 804,996千円
評価性引当額 △57,103千円
繰延税金資産合計 747,892千円

繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用 △44,324千円
繰延税金負債合計 △44,324千円
繰延税金資産の純額 703,568千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因別内訳
法定実効税率 30.6％
（調整項目）
交際費等永久に損金と認められないもの 0.2％
受取配当金等永久に益金と認められないもの △0.2％
住民税均等割額 0.4％
税額控除 △2.1％
評価性引当額の増減額 1.1％
その他 －％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 30.0％

― 14 ―

2024年01月22日 15時58分 $FOLDER; 15ページ （Tess 1.50(64) 20230919_01）



（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

当社は、独立系のソフトウェア会社として、経営理念の特色を生かし、自立した企業体質を維持する
ためにも、安定した資金計画が事業継続の絶対条件であるという認識のもと、従来から大手ユーザー
の基幹システムに係るソフトウェア開発の継続的受注に努め、安定的な収入の確保と生産性向上に見
合った経費を予算化して支出の歯止めをかけ、無理のない資金計画を推進できる財務体質の強化に努
めております。
以上の方針に基づき、資金運用については、余資を安全性の高い金融資産により運用しております。
デリバティブ取引については、行っておりません。

（2）金融商品の内容およびそのリスクならびにリスク管理体制
① 売掛金

営業債権である売掛金に係る取引先の信用リスクは、売掛債権管理規程に従い、取引先ごとに期日
および残高を管理するとともに、信用状況を年１回見直し、財務状況の悪化等による回収懸念の早
期把握および軽減を図っております。

② 投資有価証券
主として満期保有目的の債券、株式、投資信託である投資有価証券に係る市場価格の変動リスク
は、有価証券管理規程に従い、定期的に時価または発行体の財務状況等を把握して、保有状況を継
続的に見直しております。

③ 買掛金、未払金および未払法人税等
営業債務である買掛金、未払金および未払法人税等に係る流動性リスクは、月次の予算統制に基づ
き、適時に資金繰り計画を作成することにより、管理しております。
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２．金融商品の時価等に関する事項
2023年11月30日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであり
ます。

（単位：千円）
貸借対照表計上額 時 価 差 額

投資有価証券
満期保有目的の債券 400,000 397,908 △2,092
その他有価証券 2,860,136 2,860,136 －

資産計 3,260,136 3,258,044 △2,092

（注）1．現金および短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものについては、注記を省略しており
ます。

2．市場価格のない株式等は「投資有価証券」には含めておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額
は以下のとおりであります。

（単位：千円）
区 分 貸借対照表計上額

非上場株式 10,000
上記は、当社の非連結子会社である株式会社アドバートの株式であります。

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレ

ベルに分類しております。

レベル１の時価 ： 同一の資産または負債の活発な市場における（無調整の）相場価格によ
り算定した時価

レベル２の時価 ： レベル１のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプット
を用いて算定した時価

レベル３の時価 ： 重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ
ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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（1）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産および金融負債

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
その他有価証券
株式 14,239 － － 14,239
その他 2,845,897 － － 2,845,897

資産計 2,860,136 － － 2,860,136

（2）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産および金融負債

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
満期保有目的の債券
社債 － 397,908 － 397,908

資産計 － 397,908 － 397,908

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券
その他有価証券は、取引所の価格または取引金融機関から提示された価格によって評価しており、その
時価をレベル１の時価に分類しております。
満期保有目的の債券は、取引金融機関から提示された価格により評価しており、その時価をレベル２の
時価に分類しております。
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（収益認識に関する注記）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位：千円)
ソフトウェア開発 その他 合計

一定の期間にわたり移転されるサービス 20,762,047 － 20,762,047
素材・建設業 1,980,855 － 1,980,855
製造業 4,001,720 － 4,001,720
金融・保険業 8,088,247 － 8,088,247
電力・運輸業 4,130,376 － 4,130,376
情報・通信業 2,350,876 － 2,350,876
流通・サービス業 201,936 － 201,936
官公庁・その他 8,035 － 8,035

一時点で移転されるサービス 172 － 172
素材・建設業 160 － 160
官公庁その他 12 － 12

顧客との契約から生じる収益 20,762,220 － 20,762,220
外部顧客への売上高 20,762,220 － 20,762,220

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
重要な会計方針に係る事項に関する注記の「５．収益および費用の計上基準」に記載のとおりでありま
す。
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３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年
度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額および時期に
関する情報

（1）契約資産及び契約負債の残高等
（単位：千円）

当事業年度
期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権 1,577,148 1,850,277
契約資産 2,176,490 2,349,450
契約負債 4,040 8,639

（2）残存履行義務に配分した取引価格
当社では、当初に予想される契約期間が１年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、
記載を省略しております。なお、顧客との契約から生じる対価の額に、取引価格に含まれていない重要
な金額はありません。

（１株当たり情報に関する注記）
１．１株当たり純資産額 1,217円61銭
２．１株当たり当期純利益 129円38銭
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